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平成１７年５月２４日 

 

各 位 

 

                  

                                            会 社 名   京セラ株式会社 

                                            代表者名   取締役社長 西口 泰夫 

                                             （コード番号 ６９７１  東証・大証 第１部） 

                                            問合せ先   財務部長   豊谷 晃彦   

                                                  （ＴＥＬ （０７５）６０４-３５００） 

 

 

移転価格課税更正処分に対する異議申立てについて 

 

 

 

京セラ株式会社は、本年３月２８日、大阪国税局より、移転価格課税に基づく更正処分の通知を受領し

ました。この更正処分について、これまでさまざまな観点から検討してまいりましたが、本日、当局に対し

異議申立てを行いましたので、お知らせいたします。 

 なお、当該更正処分の対象期間は、平成１１年３月期から平成１５年３月期までの５年間であり、更正を

受けた所得金額は２４３億円で、追徴税額は、地方税等を含め合計１２７億円です。 

 

 

                             以 上 

 

 


